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〇
経
済
産
業
省
令
第
十
二
号

強
靱
か
つ
持
続
可
能
な
電
気
供
給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
十
八
条
の
四
十
七

第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
、
第
三
項
並
び
に
第
四
項
第
四
号
、
第
九
十
八
条
第
二
項
並
び
に
第
九
十
九
条
の
八
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

電
気
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

抄

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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発
電
用
の
電
気
工
作
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

定
め
る
電
圧
は
、
六
百
ボ
ル
ト
と
す
る
。

だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
設
備
で
あ
っ
て
、
同
一
の

構
内
に
設
置
す
る
次
の
各
号
に
定
め
る
他
の
設
備
と
電

気
的
に
接
続
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
設
備
の
出
力
の
合
計
が

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
と
な
る
も
の
を
除
く
。

一

太
陽
電
池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
出
力
五
十
キ
ロ
ワ

ッ
ト
未
満
の
も
の

二

風
力
発
電
設
備
で
あ
っ
て
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

未
満
の
も
の

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
水
力
発
電
設
備
で
あ

っ
て
、
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

最
大
使
用
水
量
が
毎
秒
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の
（
ダ
ム
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
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ロ

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

別
に
告
示
す
る
も
の

四

内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
設
備
で
あ
っ

て
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
燃
料
電
池
発
電
設
備

で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

固
体
高
分
子
型
又
は
固
体
酸
化
物
型
の
燃
料
電

池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
燃
料
・
改
質
系
統
設
備

の
最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
液

体
燃
料
を
通
ず
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
）
未
満
の
も
の

ロ

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
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（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自

動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
並
び
に

被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
燃
料

電
池
発
電
設
備
（
当
該
自
動
車
の
動
力
源
と
し
て

用
い
る
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
圧
縮

水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十

六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
十
七
条
の
二
第
五
項
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の

六

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
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七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ

エ
ン
ジ
ン
で
発
生
さ
せ
た
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
原
動

力
と
す
る
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

３

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

３

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

電
圧
は
、
六
百
ボ
ル
ト
と
す
る
。

一

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
（
煙
火

を
除
く
。
）
を
製
造
す
る
事
業
場

二

鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業

省
令
第
九
十
六
号
）
が
適
用
さ
れ
る
鉱
山
の
う
ち
、

同
令
第
一
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
石
炭
坑

４

法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で

４

法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
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定
め
る
電
圧
は
、
六
百
ボ
ル
ト
と
す
る
。

発
電
用
の
電
気
工
作
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
設
備
で
あ
っ
て
、
同
一
の

構
内
に
設
置
す
る
次
の
各
号
に
定
め
る
他
の
設
備
と
電

気
的
に
接
続
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
設
備
の
出
力
の
合
計
が

五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
と
な
る
も
の
を
除
く
。

一

太
陽
電
池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
出
力
五
十
キ
ロ
ワ

ッ
ト
未
満
の
も
の

二

風
力
発
電
設
備
で
あ
っ
て
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト

未
満
の
も
の

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
水
力
発
電
設
備
で
あ

っ
て
、
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

最
大
使
用
水
量
が
毎
秒
一
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の
（
ダ
ム
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
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ロ

特
定
の
施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

別
に
告
示
す
る
も
の

四

内
燃
力
を
原
動
力
と
す
る
火
力
発
電
設
備
で
あ
っ

て
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
燃
料
電
池
発
電
設
備

で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未
満
の
も
の

イ

固
体
高
分
子
型
又
は
固
体
酸
化
物
型
の
燃
料
電

池
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
燃
料
・
改
質
系
統
設
備

の
最
高
使
用
圧
力
が
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
（
液

体
燃
料
を
通
ず
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
一
・
〇
メ

ガ
パ
ス
カ
ル
）
未
満
の
も
の

ロ

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
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（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自

動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車

、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
並
び
に

被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
設
置
さ
れ
る
燃
料

電
池
発
電
設
備
（
当
該
自
動
車
の
動
力
源
と
し
て

用
い
る
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
圧
縮

水
素
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十

六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項

及
び
第
十
七
条
の
二
第
五
項
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の

六

発
電
用
火
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る

省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
第
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七
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ

エ
ン
ジ
ン
で
発
生
さ
せ
た
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
原
動

力
と
す
る
発
電
設
備
で
あ
っ
て
、
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

第
四
十
八
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
三
項
第
四
号
の
主

第
四
十
八
条
の
二

法
第
三
十
八
条
第
四
項
第
四
号
の
主

務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

（
保
安
規
程
）

（
保
安
規
程
）

第
五
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
保
安
規
程
は
、
次

第
五
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
保
安
規
程
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
種
類
ご
と
に

の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
種
類
ご
と
に
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定
め
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
一
般
送
配
電
事

一

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
、
一
般
送
配
電
事

業
、
送
電
事
業
又
は
発
電
事
業
（
法
第
三
十
八
条
第

業
、
送
電
事
業
又
は
発
電
事
業
（
法
第
三
十
八
条
第

三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る
。
次
項
に
お
い

四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の

て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の

二

［
略
］

二

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法

４

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法

律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
地
震
防

律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
地
震
防

災
対
策
強
化
地
域
（
以
下
「
強
化
地
域
」
と
い
う
。
）

災
対
策
強
化
地
域
（
以
下
「
強
化
地
域
」
と
い
う
。
）

内
に
法
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用

内
に
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用

に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
大

に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
大

規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
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る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は

、
前
二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

、
前
二
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
程
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
程
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

［
略
］

一
～
七

［
略
］

５

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規

５

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
強
化
地
域
の
指
定
の
際
、
現
に
当
該
強
化
地

定
に
よ
る
強
化
地
域
の
指
定
の
際
、
現
に
当
該
強
化
地

域
内
に
お
い
て
法
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る

域
内
に
お
い
て
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る

事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
電

事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
電

気
事
業
者
は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
以
内

気
事
業
者
は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
以
内

に
保
安
規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

に
保
安
規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

定
め
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

定
め
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

６

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
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関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号

関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防

災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
法
第

災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
法
第

三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る

三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る

電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
南
海
ト
ラ
フ

電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
南
海
ト
ラ
フ

地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
き
、
同
法
第

置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
き
、
同
法
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
（
以
下
「

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
（
以
下
「

南
海
ト
ラ
フ
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生
す
る
津

南
海
ト
ラ
フ
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生
す
る
津

波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法

波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対

策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い

策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
掲

て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
掲
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げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
保
安
規
程
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

て
保
安
規
程
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

７

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

７

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南

関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
南

海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
現

海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
現

に
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お

に
当
該
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
内
に
お

い
て
法
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用

い
て
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用

に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
電
気
事
業
者

に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
電
気
事
業
者

は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
保
安

は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
保
安

規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
、

規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
、

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け

法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地

８

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地

震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十

震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十

六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

六
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

り
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
法
第
三
十
八

推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
域
内
に
法
第
三
十
八

条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工

条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工

作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
日
本
海
溝
・
千
島
海

作
物
を
設
置
す
る
電
気
事
業
者
（
日
本
海
溝
・
千
島
海

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を

関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を

除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・

除
き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・

千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千

千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
（
以
下
「
日
本
海
溝
・
千

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生

島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生

す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し

す
る
津
波
に
係
る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
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て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島

て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島

海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定

海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定

め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て

は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
程
に
定
め
る

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
程
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

９

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地

９

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地

震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第

震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝

一
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝

型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
現
に
当
該

型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
の
指
定
の
際
、
現
に
当
該

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推

進
地
域
内
に
お
い
て
法
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲

進
地
域
内
に
お
い
て
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に
掲
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げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い

げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
工
作
物
を
設
置
し
て
い

る
電
気
事
業
者
は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月

る
電
気
事
業
者
は
、
当
該
指
定
の
あ
っ
た
日
か
ら
六
月

以
内
に
、
保
安
規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に

以
内
に
、
保
安
規
程
に
お
い
て
前
項
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
定
め
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

つ
い
て
定
め
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条

［
略
］

第
五
十
三
条

［
略
］

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
承
認
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し

項
の
承
認
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
承
認
を

て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
承
認
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

申
請
事
業
場
の
電
気
工
作
物
が
、
第
四
十
八
条
第

四

申
請
事
業
場
の
電
気
工
作
物
が
、
第
四
十
八
条
第
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三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
設
置
す
る
電
気
工
作
物

一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
設
置
す
る
電
気
工
作
物

で
な
い
こ
と
。

で
な
い
こ
と
。

五
・
六

［
略
］

五
・
六

［
略
］

３
・
４

［
略
］

３
・
４

［
略
］

（
売
買
取
引
数
量
等
の
公
表
）

（
売
買
取
引
数
量
等
の
公
表
）

第
百
三
十
二
条
の
八

法
第
九
十
九
条
の
五
の
経
済
産
業

第
百
三
十
二
条
の
七

法
第
九
十
九
条
の
四
の
経
済
産
業

令
で
定
め
る
事
項
は
、
翌
日
市
場
に
お
け
る
売
買
取
引

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
ス
ポ
ッ
ト
市
場
に
お
け
る
売

に
係
る
電
力
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
時
間
帯
に
お
け
る

買
取
引
に
係
る
電
力
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
時
間
帯
に

電
力
の
売
渡
し
に
係
る
入
札
数
量
及
び
当
該
時
間
に
お

お
け
る
電
力
の
売
渡
し
に
係
る
入
札
数
量
及
び
当
該
時

け
る
電
力
の
買
入
れ
に
係
る
入
札
数
量
と
す
る
。

間
に
お
け
る
電
力
の
買
入
れ
に
係
る
入
札
数
量
と
す
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る
。

２

法
第
九
十
九
条
の
五
の
「
売
買
取
引
の
数
量
及
び
価

２

法
第
九
十
九
条
の
四
の
「
売
買
取
引
の
数
量
及
び
価

格
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
の
区
分
に

格
」
と
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
と
す

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
事
項
と
す

る
。

る
。

翌
日
市
場

一

翌
日
市
場
に
お
け
る
売
買

ス
ポ
ッ
ト
市
場

一

ス
ポ
ッ
ト
市
場
に
お
け
る

取
引
に
係
る
電
力
の
受
渡
し

売
買
取
引
に
係
る
電
力
の
受

が
行
わ
れ
る
時
間
帯
ご
と
の

渡
し
が
行
わ
れ
る
時
間
帯
ご

売
買
取
引
の
数
量

と
の
売
買
取
引
の
数
量

二

［
略
］

二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

３

法
第
九
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン

３

法
第
九
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
二
項
に
規

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
二
項
に
規

定
す
る
事
項
に
つ
い
て
日
々
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
月

定
す
る
事
項
に
つ
い
て
日
々
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
月

間
及
び
年
間
の
合
計
値
に
つ
い
て
確
定
後
遅
滞
な
く
行

間
及
び
年
間
の
合
計
値
に
つ
い
て
確
定
後
遅
滞
な
く
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
二
（
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
十
二
条
、
第
六
十
五
条
関
係
）

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す

事
前
届
出
を

工
事
の
種
類

認
可
を
要
す

事
前
届
出
を

る
も
の

要
す
る
も
の

る
も
の

要
す
る
も
の
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発
電

一

［
略
］

１

［
略
］

１
・
２

［

発
電

一

［
略
］

１

［
略
］

１
・
２

［

所

略
］

所

略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

（
一
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（
一
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（
二
）

［
略
］

（
二
）

［
略
］

１

［
略
］

［
略
］

［
略
］

１

［
略
］

［
略
］

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

⑴
～
⑺

［

［
略
］

［
略
］

⑴
～
⑺

［

［
略
］

［
略
］

略
］

略
］

⑻

遮
断
器

１
・
２

［

１
・
２

［

⑻

遮
断
器

１
・
２

［

１
・
２

［

略
］

略
］

略
］

略
］

３

（
一
）

３

周
波
数

３

（
一
）

３

周
波
数
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中
欄
の
発

低
下
に
よ

中
欄
の
発

低
下
に
よ

電
設
備
に

る
事
故
の

電
設
備
に

る
事
故
の

係
る
遮
断

拡
大
を
防

係
る
遮
断

拡
大
を
防

器
で
あ
っ

止
す
る
た

器
で
あ
っ

止
す
る
た

て
、
周
波

め
に
設
置

て
、
周
波

め
に
設
置

数
低
下
に

す
る
遮
断

数
低
下
に

す
る
遮
断

よ
る
事
故

器
で
あ
っ

よ
る
事
故

器
で
あ
っ

の
拡
大
を

て
、
法
第

の
拡
大
を

て
、
法
第

防
止
す
る

三
十
八
条

防
止
す
る

三
十
八
条

た
め
に
設

第
三
項
各

た
め
に
設

第
四
項
各

置
す
る
も

号
に
掲
げ

置
す
る
も

号
に
掲
げ

の
の
う
ち

る
事
業
の

の
の
う
ち

る
事
業
の

法
第
三
十

用
に
供
す

法
第
三
十

用
に
供
す
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八
条
第
三

る
電
圧
三

八
条
第
四

る
電
圧
三

項
各
号
に

十
万
ボ
ル

項
各
号
に

十
万
ボ
ル

掲
げ
る
事

ト
以
上
の

掲
げ
る
事

ト
以
上
の

業
の
用
に

も
の
（
中

業
の
用
に

も
の
（
中

供
す
る
電

欄
に
掲
げ

供
す
る
電

欄
に
掲
げ

圧
三
十
万

る
も
の
を

圧
三
十
万

る
も
の
を

ボ
ル
ト
以

除
く
。
）

ボ
ル
ト
以

除
く
。
）

上
の
も
の

の
設
置

上
の
も
の

の
設
置

の
設
置

４

［
略
］

の
設
置

４

［
略
］

⑼

［
略
］

［
略
］

⑼

［
略
］

［
略
］

⑽

［
略
］

１
・
２

［

⑽

［
略
］

１
・
２

［

略
］

略
］

３

［
略
］

［
略
］

３

［
略
］

［
略
］
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変
電

一

［
略
］

［
略
］

変
電

一

［
略
］

［
略
］

所

所

二

［
略
］

二

［
略
］

（
一
）
～
（
六
）

［
略
］

（
一
）
～
（
六
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（
七
）

［
略
］

１
・
２

［

（
七
）

［
略
］

１
・
２

［

略
］

略
］

３

周
波
数

３

周
波
数

低
下
に
よ

低
下
に
よ

る
事
故
の

る
事
故
の

拡
大
を
防

拡
大
を
防

止
す
る
た

止
す
る
た
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め
に
設
置

め
に
設
置

す
る
遮
断

す
る
遮
断

器
で
あ
っ

器
で
あ
っ

て
、
法
第

て
、
法
第

三
十
八
条

三
十
八
条

第
三
項
各

第
四
項
各

号
に
掲
げ

号
に
掲
げ

る
事
業
の

る
事
業
の

用
に
供
す

用
に
供
す

る
電
圧
三

る
電
圧
三

十
万
ボ
ル

十
万
ボ
ル

ト
以
上
の

ト
以
上
の

も
の
の
設

も
の
の
設
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置

置

４

［
略
］

４

［
略
］

（
八
）

［
略
］

１
・
２

［

（
八
）

［
略
］

１
・
２

［

略
］

略
］

送
電

一

設
置
の
工
事

［
略
］

送
電

一

設
置
の
工
事

［
略
］

線
路

線
路

（
電

（
電

線
路

線
路

と
一

と
一

体
的

体
的

に
工

に
工

事
が

事
が
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行
わ

行
わ

れ
る

れ
る

送
電

送
電

線
引

線
引

出
口

出
口

の
遮

の
遮

断
器

断
器

（
需

（
需

要
設

要
設

備
と

備
と

電
気

電
気

的
に

的
に

接
続

接
続
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す
る

す
る

た
め

た
め

の
も

の
も

の
を

の
を

除

除

く
。

く
。

）
を

）
を

含

含

む
。

む
。

以
下

以
下

こ
の

こ
の

項
に

項
に

お
い

お
い
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て
同

て
同

じ
。

じ
。

）

）

二

［
略
］

二

［
略
］

（
一
）

［
略
］

１
～
４

［

（
一
）

［
略
］

１
～
４

［

略
］

略
］

（
二
）

［
略
］

１

［
略
］

（
二
）

［
略
］

１

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

⑴
～
⑶

⑴
～
⑶

［
略
］

［
略
］

⑷

周
波

⑷

周
波

数
低
下

数
低
下

に
よ
る

に
よ
る
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事
故
の

事
故
の

拡
大
を

拡
大
を

防
止
す

防
止
す

る
た
め

る
た
め

の
遮
断

の
遮
断

器
で
あ

器
で
あ

っ
て
、

っ
て
、

法
第
三

法
第
三

十
八
条

十
八
条

第
三
項

第
四
項

各
号
に

各
号
に

掲
げ
る

掲
げ
る

事
業
の

事
業
の



- 31 -

用
に
供

用
に
供

す
る
電

す
る
電

圧
三
十

圧
三
十

万
ボ
ル

万
ボ
ル

ト
以
上

ト
以
上

の
も
の

の
も
の

（
電
気

（
電
気

鉄
道
用

鉄
道
用

送
電
線

送
電
線

路
に
属

路
に
属

す
る
も

す
る
も

の
を
除

の
を
除

く
。
）

く
。
）
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の
設
置

の
設
置

３
・
４

［

３
・
４

［

略
］

略
］

［

［
略
］

［
略
］

［

［
略
］

［
略
］

略

略

］

］

別
表
第
四
（
第
六
十
五
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
六
十
五
条
関
係
）

工
事
の
種
類

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

工
事
の
種
類

事
前
届
出
を
要
す
る
も
の

一
～
三

[

略]
[

略]

一
～
三

[
略]

[

略]
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特
殊
電
気
工
事
の
種
類

認
定
の
基
準

特
殊
電
気
工
事
の
種
類

認
定
の
基
準

ネ
オ
ン
工
事

一

電
気
工
事
士
で
あ
つ
て

ネ
オ
ン
工
事

一

電
気
工
事
士
で
あ
つ
て

、
電
気
工
事
士
免
状
（
以

、
電
気
工
事
士
免
状
（
以

下
「
免
状
」
と
い
う
。
）

下
「
免
状
」
と
い
う
。
）

の
交
付
を
受
け
た
後
、
一

の
交
付
を
受
け
た
後
、
一

般
用
電
気
工
作
物
又
は
電

般
用
電
気
工
作
物
又
は
電

気
事
業
法
第
三
十
八
条
第

気
事
業
法
第
三
十
八
条
第

三
項
に
規
定
す
る
自
家
用

四
項
に
規
定
す
る
自
家
用

電
気
工
作
物
に
係
る
工
事

電
気
工
作
物
に
係
る
工
事

の
う
ち
ネ
オ
ン
用
と
し
て

の
う
ち
ネ
オ
ン
用
と
し
て

設
置
さ
れ
る
分
電
盤
、
主

設
置
さ
れ
る
分
電
盤
、
主
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開
閉
器
（
電
源
側
の
電
線

開
閉
器
（
電
源
側
の
電
線

と
の
接
続
部
分
を
除
く
。

と
の
接
続
部
分
を
除
く
。

）
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
、

）
、
タ
イ
ム
ス
イ
ッ
チ
、

点
滅
器
、
ネ
オ
ン
変
圧
器

点
滅
器
、
ネ
オ
ン
変
圧
器

、
ネ
オ
ン
管
及
び
こ
れ
ら

、
ネ
オ
ン
管
及
び
こ
れ
ら

の
附
属
設
備
を
設
置
し
、

の
附
属
設
備
を
設
置
し
、

又
は
変
更
す
る
工
事
に
関

又
は
変
更
す
る
工
事
に
関

し
五
年
以
上
の
実
務
の
経

し
五
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済

験
を
有
し
、
か
つ
、
経
済

産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ

産
業
大
臣
が
定
め
る
ネ
オ

ン
工
事
に
関
す
る
講
習
（

ン
工
事
に
関
す
る
講
習
（

以
下
「
ネ
オ
ン
工
事
資
格

以
下
「
ネ
オ
ン
工
事
資
格

者
認
定
講
習
」
と
い
う
。

者
認
定
講
習
」
と
い
う
。
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ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ
ア
ク
ト
ル
、

周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断
器
及
び
逆
変

換
装
置
（
容
量
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
）
及
び
風
力
発
電
設
備
に
属
す
る
も

の
（
風
力
機
関
、
発
電
機
、
変
圧
器
、
負
荷
時
電
圧

調
整
器
、
負
荷
時
電
圧
位
相
調
整
器
、
調
相
機
、
電

力
用
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
分
路
リ
ア
ク
ト
ル
、
限
流
リ

ア
ク
ト
ル
、
周
波
数
変
換
機
器
、
整
流
機
器
、
遮
断

器
及
び
逆
変
換
装
置
）
に
限
る
。
）
及
び
施
行
規
則

別
表
第
三
の
電
気
工
作
物
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
電

気
工
作
物
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
～
チ

［
略
］

イ
～
チ

［
略
］

五
～
十
三

［
略
］

五
～
十
三

［
略
］
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（
定
期
報
告
）

（
定
期
報
告
）

第
二
条

次
の
表
の
報
告
対
象
者
の
欄
に
掲
げ
る
者
は
、

第
二
条

次
の
表
の
報
告
対
象
者
の
欄
に
掲
げ
る
者
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
書
名
の
欄
に
掲
げ
る
報
告
書
を

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
書
名
の
欄
に
掲
げ
る
報
告
書
を

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
様
式
番
号
及
び
報
告
期
限
の
欄
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
様
式
番
号
及
び
報
告
期
限
の
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ

る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
書
名

報
告

様
式
番
号

報
告
期
限

報
告
先

報
告
書
名

報
告

様
式
番
号

報
告
期
限

報
告
先

対
象
者

対
象
者

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

］

］
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二

設
備

一
般
送
配

様
式
第
三

毎
事
業
年

経
済
産

二

設
備

一
般
送
配

様
式
第
三

毎
事
業
年

経
済
産

資
金
報

電
事
業
者

度
の
最
終

業
大
臣

資
金
報

電
事
業
者

度
の
最
終

業
大
臣

、
送
電
事

月
の
末
日

、
送
電
事

月
の
末
日

業
者
、
特

か
ら
三
月

業
者
、
特

か
ら
三
月

定
送
配
電

（
法
第
三

定
送
配
電

（
法
第
三

事
業
者
及

十
八
条
第

事
業
者
及

十
八
条
第

び
発
電
事

三
項
第
一

び
発
電
事

四
項
第
一

業
者

号
、
第
二

業
者

号
、
第
二

号
及
び
第

号
及
び
第

四
号
に
掲

四
号
に
掲

げ
る
事
業

げ
る
事
業

を
営
む
者

を
営
む
者
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に
あ
つ
て

に
あ
つ
て

は
、
毎
四

は
、
毎
四

半
期
の
最

半
期
の
最

終
月
の
末

終
月
の
末

日
か
ら
二

日
か
ら
二

月
）
を
経

月
）
を
経

過
す
る
日

過
す
る
日

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

］

］

四

電
気

法
第
三
十

様
式
第
八

七
月
末
日

経
済
産

四

電
気

法
第
三
十

様
式
第
八

七
月
末
日

経
済
産

保
安
年

八
条
第
三

業
大
臣

保
安
年

八
条
第
四

業
大
臣
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報
（
原

項
各
号
に

報
（
原

項
各
号
に

子
力
発

掲
げ
る
事

子
力
発

掲
げ
る
事

電
所
に

業
を
営
む

電
所
に

業
を
営
む

係
る
も

者

係
る
も

者

の
を
除

の
を
除

く
。
）

く
。
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

］

］

六

ポ
リ

法
第
三
十

様
式
第
十

七
月
末
日

経
済
産

六

ポ
リ

法
第
三
十

様
式
第
十

七
月
末
日

経
済
産

塩
化
ビ

八
条
第
三

業
大
臣

塩
化
ビ

八
条
第
四

業
大
臣

フ
ェ
ニ

項
各
号
に

フ
ェ
ニ

項
各
号
に
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ル
を
含

掲
げ
る
事

ル
を
含

掲
げ
る
事

有
す
る

業
を
営
む

有
す
る

業
を
営
む

絶
縁
油

者

絶
縁
油

者

を
使
用

を
使
用

す
る
柱

す
る
柱

上
変
圧

上
変
圧

器
の
使

器
の
使

用
状
況

用
状
況

調
査
年

調
査
年

報
（
当

報
（
当

該
機
器

該
機
器

を
有
す

を
有
す

る
場
合

る
場
合
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に

限

に

限

る
。
）

る
。
）

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略

］

］

（
事
故
報
告
）

（
事
故
報
告
）

第
三
条

電
気
事
業
者
（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
各
号
に

第
三
条

電
気
事
業
者
（
法
第
三
十
八
条
第
四
項
各
号
に

掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

掲
げ
る
事
業
を
営
む
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者

て
同
じ
。
）
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者

は
、
電
気
事
業
者
に
あ
つ
て
は
電
気
事
業
の
用
に
供
す

は
、
電
気
事
業
者
に
あ
つ
て
は
電
気
事
業
の
用
に
供
す

る
電
気
工
作
物
（
原
子
力
発
電
工
作
物
を
除
く
。
以
下

る
電
気
工
作
物
（
原
子
力
発
電
工
作
物
を
除
く
。
以
下
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こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
、
自
家
用
電
気

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
、
自
家
用
電
気

工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
家
用
電
気
工
作

工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
自
家
用
電
気
工
作

物
（
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号

物
（
鉄
道
営
業
法
（
明
治
三
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号

）
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄

）
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
又
は
鉄

道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
が
適

道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
が
適

用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ

用
さ
れ
又
は
準
用
さ
れ
る
自
家
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ

て
、
発
電
所
、
変
電
所
又
は
送
電
線
路
（
電
気
鉄
道
の

て
、
発
電
所
、
変
電
所
又
は
送
電
線
路
（
電
気
鉄
道
の

専
用
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す

専
用
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す

る
も
の
（
変
電
所
の
直
流
き
電
側
設
備
又
は
交
流
き
電

る
も
の
（
変
電
所
の
直
流
き
電
側
設
備
又
は
交
流
き
電

側
設
備
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
及
び
原
子
力
発
電
工

側
設
備
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
及
び
原
子
力
発
電
工

作
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

作
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

し
て
、
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し

し
て
、
次
の
表
の
事
故
の
欄
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し

た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る

た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
報
告
先
の
欄
に
掲
げ
る
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者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
つ
て
報
告
先

て
、
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る
事
故
で
あ
つ
て
報
告
先

の
欄
に
掲
げ
る
者
が
異
な
る
事
故
は
、
経
済
産
業
大
臣

の
欄
に
掲
げ
る
者
が
異
な
る
事
故
は
、
経
済
産
業
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
略
］

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

第
三
条
の
二

一
般
用
電
気
工
作
物
（
小
出
力
発
電
設
備

［
新
設
］

（
太
陽
電
池
発
電
設
備
（
出
力
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

も
の
に
限
る
。
）
及
び
風
力
発
電
設
備
に
限
る
。
）
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
又

は
占
有
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生
し
た

と
き
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
の
設
置
の
場
所
を
管
轄
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す
る
産
業
保
安
監
督
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
号
に
該
当
す
る

事
故
で
あ
つ
て
報
告
先
の
産
業
保
安
監
督
部
長
が
異
な

る
事
故
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

感
電
又
は
電
気
工
作
物
の
破
損
若
し
く
は
電
気
工

作
物
の
誤
操
作
若
し
く
は
電
気
工
作
物
を
操
作
し
な

い
こ
と
に
よ
り
人
が
死
傷
し
た
事
故
（
死
亡
又
は
病

院
若
し
く
は
診
療
所
に
入
院
し
た
場
合
に
限
る
。
）

二

電
気
火
災
事
故
（
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
半

焼
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）

三

電
気
工
作
物
の
破
損
又
は
電
気
工
作
物
の
誤
操
作

若
し
く
は
電
気
工
作
物
を
操
作
し
な
い
こ
と
に
よ
り
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、
他
の
物
件
に
損
傷
を
与
え
、
又
は
そ
の
機
能
の
全

部
又
は
一
部
を
損
な
わ
せ
た
事
故

四

一
般
用
電
気
工
作
物
に
属
す
る
主
要
電
気
工
作
物

の
破
損
事
故

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
事
故
の
発
生
を
知
つ

た
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
可
能
な
限
り
速
や
か
に
氏

名
、
事
故
の
発
生
の
日
時
及
び
場
所
、
事
故
が
発
生
し

た
電
気
工
作
物
並
び
に
事
故
の
概
要
に
つ
い
て
、
電
話

等
の
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
事
故
の
発
生
を
知

つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
当
該
事
故
の
詳

細
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
て
、
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規

よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
申

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
申

請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日

請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日

以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
小
規
模
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

以
後
は
、
当
該
認
定
に
係
る
小
規
模
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
設
備
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

電
設
備
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省

七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
も
の
と
み
な
す
。

令
で
定
め
る
も
の
と
み
な
す
。

一
～
六

［
略
］

一
～
六

［
略
］

七

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省

七

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省

令
第
七
十
七
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
電
圧
以
下

令
第
七
十
七
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
の
電
圧
以
下

の
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
電
に

の
電
気
を
発
電
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
電
に

係
る
電
気
を
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第

係
る
電
気
を
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
第






